
1 基本事項 500
1.1 ＣＩSＯ補佐官に係る要

件の具備
（１） 必須 （１）情報セキュリティコンサルティング業務について実務責任者として５年以上経験

していること。
（２）直近３年間において、当該資格に関する分野での実務を経験していること。
（３）国または地方公共団体等公的機関において、ＣＩSＯ補佐官業務を１件以上経験
していること、または業務・システム最適化の企画段階（構想策定を含む）、情報シス
テムの予算要求の評価及び調達仕様書の評価に係る支援等の役務をそれぞれ１件
以上実施していること。
（４）日本国籍を有していること。

以上（１）～（４）について、評価者が理解できるよう提案書に記載されていること。

100

1.2 ＣＩSＯ補佐官スタッフ
に係る要件の具備

（２） 必須 （１）情報セキュリティコンサルティング業務について２年以上経験していること。
（２）直近３年間において、当該資格に関する分野での実務を経験していること。
（３）国または地方公共団体等公的機関において、ＣＩSＯ補佐官業務を１件以上経験
していること、または業務・システム最適化の企画段階（構想策定を含む）、情報シス
テムの予算要求の評価及び調達仕様書の評価に係る支援等の役務をそれぞれ１件
以上実施していること。
（４）日本国籍を有していること。

以上（１）～（４）について、評価者が理解できるよう提案書に記載されていること。

100

1.3 受託者の情報セキュリ
ティ対策支援の受託
実績

・情報セキュリティ支援業務の受託実績（官民問わず）について記述すること。
・この業務で工夫した点や成果を記述すること。
・上記の実績について、本県での業務に活用できる手法やノウハウを記述すること。

100

1.4 埼玉県方針の理解 （５） 必須 ・「埼玉県情報セキュリティポリシー」及び資料を理解し、利便性と安全性の両立でき
るセキュリティ体制構築の視点から、本県が取るべき方向性を提案すること。
・ＡＩ・ＩｏＴ等を効果的にかつ安全性を確保した状態で導入するために本県が取るべき
方向性についても提案すること。
・本県に対する提案を行う際の基本的な考え方や強調すべき点など委託事業全般に
係る全体像を提案すること。

100

1.5 会社概要 （６） 必須 ・会社概要について、様式第３号とは別に詳細に記載すること。
・情報セキュリティのコンサルタント業務について特色や強みなどを記述すること。

100

2 　　　　情報セキュリティポリシー等規程の改正支援 300

2.1 過去の改正実績につ
いて

・情報セキュリティポリシー等規程の改正実績（助言を含む）について。
・改正作業（助言を含む）にあたって重点を置いたことや強みについて詳細に記述す
ること。

300

3 　　　　研修実施能力 100

3.1 基本的な考え方・研修
ノウハウ

・情報セキュリティの維持・向上について、ノウハウの取得、専門的知識の理解の深
化、スキル向上という観点から、提供できる効果的な講義手法、内容について記述
すること。
・講師は、業務として複数年の研修の実績を有すること。

100

4 　　　　業務の実施体制など 400

4.1 業務の実施体制 ・本件業務の実施体制及び各委託項目の従事者並びに配置に当たっての考え方を
記述すること。

100

4.2 相談体制について ・電子メールや電話による相談や質問に対し、円滑かつ速やかに対応するための社
内の支援体制を提示すること。

100

4.3 情報提供について ・最新の業界標準や技術動向、自治体での事例を収集・分析し、埼玉県に提供する
ための手法を記述すること。

100

4.4 委託項目全般に係る
独自の視点

・各委託項目の目的を達成するため、新たな切り口や独自の視点からの取組手法が
ある場合は、その内容及び想定される効果を提案すること。

100

5 費用積算書 200

5.1 費用積算書 ・情報システム構築支援業務における費用積算書を提案書とは別に提出すること。
・委託項目ごとに積算し、具体的な積算根拠を示すこと。

200
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